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絶縁油中のＰＣＢ分析における試験検査結果書並びに分析依頼用紙変更！ 

絶縁油 PCB 分析試験検査結果書に総重量の記載のご要望が増えていることから、

この度、5 月 1 日より、試験検査結果書と分析依頼用紙の記載内容を変更させていただき、

総重量欄を追加させていただきました。新しい依頼用紙の記載例は下記 URL をご参照

下さい。 http://www.knights.jp/ana/pcb/pcbiraiyoushicm.pdf 

環境省では、従前の中央環境審議会大気・騒音振動部会健康リスク総合専門委員会を再編した

形で有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会を新たに設置し、トリクロロエチレンをはじめ

優先取組物質の環境基準や指針値の設定及び再評価、有害大気汚染物質の健康リスク評価の

あり方の改訂、さらには、必要に応じ有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質や優先取組

物質のリストの見直し等について、調査検討を行うことになりました。 

<設置の趣旨> 

我が国では、平成 8 年 5 月の大気汚染防止法の改正により、有害大気汚染物質対策の制度化が

なされ、同年 10 月、平成 7 年の「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について」の諮問に対する

中央環境審議会第 2 次答申において、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質及び優先取

組物質（有害大気汚染物質の中で有害性の程度や健康リスクがある程度高いと考えられる物質）が

掲げられました。（平成 22 年の第 9次答申で見直し） 

そして、平成 9 年 2 月、優先取組物質のうち、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの

3物質について環境基準が設定され、さらに平成13年4月、ジクロロメタンの環境基準が設定されま

した。 

また、平成 15 年から平成 26 年の間になされた中央環境審議会での答申（第 7 次～第 10 次）を

受け、優先取組物質のうち 9物質について、指針値が設定されました。 

平成 26 年 6 月、世界保健機関（WHO）の外部機関である国際がん研究機関（IARC）が、トリクロロ

エチレンの発がん分類をグループ 2Ａ（ヒトに対する発がん性がおそらくある）から 1（ヒトに対する

発がん性が認められる）に見直しました。これを受け、環境省では、現行の環境基準の再評価に向け

た検討を進めてきました。 

並行して、優先取組物質のうち、まだ指針値の設定されていない物質に係る指針値の設定及び

有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方の改訂について検討を進めてきました。 

このような状況を踏まえ、有害大気汚染物質健康リスク評価等専門委員会を新たに設置しました。 

<主な調査検討事項> 

・優先取組物質の環境基準の設定及び再評価 

・優先取組物質の指針値の設定及び再評価 

・今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方の改訂 

・有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質及び優先取組物質のリストの見直し 

ご不明な点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 
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